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菊川市見守りネット最新情報




　相談や問合せ、困ったときは・・・


◆菊川市消費生活センター（市役所商工観光課内） ☎３５-０９３７


◆菊川警察署 ☎３６-０１１０　◆地域包括支援ｾﾝﾀｰ ☎３７-１１２０


























消費者金融からの借入れのルールが大きく変わりました！


　平成22年6月18日に改正※�EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps13 \o\ad(\s\up 12(かしきんぎょうほう),貸金業法)�が完全施行され、消費者金融などからの借入れ


ルールの次の点が変わりました。


①借入れは年収の３分の１まで。借入れには年収の証明が必要！


②貸出し金利の引下げ（これまでの29.2％から借入れ金額に応じて15％～20％


　に引き下げられる）


　このことにより、これまで年収の３分の１を超えて借入れをしていた人が急に借りられなくなったり、業者側の収益悪化を防ぐため貸出し審査が厳しくなり、借りられなくなる人が増えたりするとみられています。


　そして、生活が成り立たなくなる人が増えることやヤミ金融業者の横行が心配されます。





　　　　　　　※貸金業法　消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借入れについて定めている法律





�



●ヤミ金融からは絶対に借りないで!!


「ヤミ金融」とは、法律に違反して超高金利でお金を貸しつける業者のこと。


例えば、店舗を持たずに携帯電話で営業する“090金融”や悪質な取立て等違法行為を行う業者、融資実行前に保証料・手数料の名目で金銭を騙し取る業者など


●貸金業法が完全改正されるまで、（借入れ金額に応じて）15％～20％を超える金利で29.2％以下の金利部分を「グレーゾーン金利」と呼んでいました。このグレーゾーン金利が認められないケースが増えているため、長期間借りていた人の中には、これまで払い過ぎていた利息が請求により貸金業者から返還されるケースもあります。�
�
　　　●借金を抱えてお困りの方は、勇気を出して消費生活センターにお問合せください。
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高齢者や障がい者の方々、そのご家族の方々に情報提供・注意喚起をお願いします。


何かあったときには、消費生活センター、地域包括支援センターまたは、福祉課のいずれかに連絡をください。


菊川市高齢消費者・障がい者「見守りネット」へのご協力をお願いします。





高齢消費者・障がい消費者を見守ろう！


消費者被害緊急情報 をお届けします








